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◇ 山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 （県条例第56号） （人事課）

１ 都市計画法に基づく開発行為に係る国の機関又は都道府県等との協議の事務を、開発行為等

に係る知事の権限に属する事務の全部を行う市が処理することとした。（第２条第１項の表第

24項及び第25項関係）

２ その他規定の整備を行うこととした。

３ この条例は、平成19年11月30日から施行することとした。ただし、２の改正は、公布の日か

ら施行することとした。

◇ 山形県手数料条例の一部を改正する条例 （県条例第57号） （財政課）

１ 次に掲げる事務につき手数料を徴収することとした。（第２条第１項第10号の２、第11号の

２、第12号の２及び第361号関係）

(1) 温泉法の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査等

(2) 建築基準法の規定に基づく用途地域の指定のない区域における建築等の許可の申請に対す

る審査

２ この条例は、平成19年10月20日から施行することとした。ただし、１の(2)の改正は、同年

11月30日から施行することとした。

◇ 山形県産業集積の形成及び活性化のための不動産取得税の課税免除に関する条例 （県条例第

58号） （税政課）

１ この条例は、地方税法第６条第１項の規定に基づき、企業立地の促進等による地域における

産業集積の形成及び活性化に関する法律（以下「法」という。）第７条第１項に規定する同意

基本計画（以下「同意基本計画」という。）において定められた法第４条第２項第２号に規定

する集積区域（以下「同意集積区域」という。）内において、法第９条第１項に規定する特定

事業のための施設（以下「特定施設」という。）を設置した者について、不動産取得税の課税
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免除を行うことにより、地域における産業集積の形成及び活性化を図ることを目的とすること

とした。（第１条関係）

２ 知事は、同意集積区域内において、当該同意集積区域に係る同意基本計画の同意の日から起

算して５年内に法第15条第２項に規定する承認企業立地計画に従って特定施設のうち一定のも

のを設置した事業者について、当該施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対

して課する不動産取得税の課税を免除することができることとした。（第２条関係）

３ ２の不動産取得税の課税免除を受けようとする者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定

める日までに申請書を知事に提出しなければならないこととした。（第３条関係）

(1) 個人の納税義務者 家屋を取得した日の属する年の翌年の３月15日

(2) 法人の納税義務者 家屋を取得した日の属する事業年度に係る事業税について申告納付す

べき期間の末日

◇ 山形県県税条例の一部を改正する条例 （県条例第59号） （税政課）

産業活力再生特別措置法に基づき認定された計画に従い行った事業の譲渡に係る不動産を取得

した場合における不動産取得税の減額措置について対象となる計画を追加するとともに、当該減

額措置の適用期限を平成21年３月31日まで延長することとした。

◇ 山形県産業創造支援センター条例の一部を改正する条例 （県条例第60号） （産業政策課）

１ 山形県産業創造支援センターの管理を指定管理者に行わせることができることとした。

２ この条例は、平成20年４月１日から施行することとした。

◇ 都市計画法第34条第10号イの政令で定める開発区域の面積の特例に関する条例を廃止する条例

（県条例第61号） （都市計画課）

１ 都市計画法に基づく市街化調整区域内において開発許可をすることができる開発区域の面積

の特例措置を廃止することとした。

２ この条例は、平成19年11月30日から施行することとした。

◇ 山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 （県条例第62号） （道路課）

郵政民営化法の施行に伴い、規定の整備を行うこととした。

条 例

山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年10月９日

山形県知事 齋 藤 弘

山形県条例第56号

山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

山形県事務処理の特例に関する条例（平成11年12月県条例第36号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第１項の表第12項事務の欄第６号中「第18条第５項」を「第18条第14項」に改め、同欄第

７号中「第18条第13項」を「第18条第22項」に改め、同欄第９号中「第68条の５の２第２項」を

「第68条の５の３第２項」に改め、同欄第10号中「第68条の４第１項、第68条の５の４第１項及び

第２項」を「第68条の４、第68条の５の５第１項及び第２項」に改め、同欄第11号中「第52条の２

第１項及び第52条の３第１項」を「第57条の２第１項及び第57条の３第１項」に改め、同表第24項

事務の欄中第24号を第25号とし、同欄第23号中「第20号」を「第21号」に改め、同号を同欄第24号

とし、同欄第22号中「第20号」を「第21号」に改め、同号を同欄第23号とし、同欄中第21号を第22

号とし、同欄第20号中「第２号、第７号、第10号、第11号及び第13号」を「第３号、第８号、第11

号、第12号及び第14号」に改め、同号を同欄第21号とし、同欄第19号中「第２号、第７号、第10
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号、第11号及び第13号」を「第３号、第８号、第11号、第12号及び第14号」に改め、同号を同欄第

20号とし、同欄第16号から第18号までを１号ずつ繰り下げ、同欄第15号中「（法」を「（法第34条

の２第２項（法第35条の２第４項において準用する場合を含む。）及び」に改め、同号を同欄第16

号とし、同欄第10号から第14号までを１号ずつ繰り下げ、同欄第９号中「（法」を「（法第34条の

２第２項（法第35条の２第４項において準用する場合を含む。）及び」に改め、同号を同欄第10号

とし、同欄中第２号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。

(2) 法第34条の２第１項（法第35条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定による

国の機関又は都道府県等との協議

第２条第１項の表第25項事務の欄中第９号を第10号とし、同欄第８号中「第５号」を「第６号」

に改め、同号を同欄第９号とし、同欄第７号中「第５号」を「第６号」に改め、同号を同欄第８号

とし、同欄中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、同欄第４号中「前号」を「第３号」に改

め、同号を同欄第５号とし、同欄第３号の次に次の１号を加える。

(4) 法第43条第３項の規定による国の機関又は都道府県等との協議

第２条第１項の表第27項事務の欄中「掲げるもの」を「掲げるもの（法第34条の２第１項（法第

35条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定による協議が成立した場合を除く。）」に

改め、同表第28項事務の欄中「もの」を「もの（法第43条第３項の規定による協議が成立した場合

を除く。）」に改める。

附 則

この条例は、平成19年11月30日から施行する。ただし、第２条第１項の表第12項の改正規定は、

公布の日から施行する。

山形県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年10月９日

山形県知事 齋 藤 弘

山形県条例第57号

山形県手数料条例の一部を改正する条例

山形県手数料条例（平成12年３月県条例第８号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第10号の次に次の１号を加える。

(10)の２ 温泉法第６条第１項又は第７条第１項の 土地掘削許可を受けた 7,400円

規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承 地位の承継の承認申請

継の承認の申請に対する審査 手数料

第２条第１項第11号中「第９条第１項」を「第11条第１項」に改め、同号の次に次の１号を加え

る。

(11)の２ 温泉法第11条第２項において準用する同 ゆう出路増掘又は動力 7,400円

法第６条第１項又は第７条第１項の規定に基づく 装置の許可を受けた地

ゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた地 位の承継の承認申請手

位の承継の承認の申請に対する審査 数料

第２条第１項第12号中「第13条第１項」を「第15条第１項」に改め、同項第12号の２中「第15条

第１項」を「第19条第１項」に改め、同号を同項第12号の３とし、同項第12号の次に次の１号を加

える。

(12)の２ 温泉法第16条第１項又は第17条第１項の 温泉利用許可を受けた 7,400円

規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承 地位の承継の承認申請

継の承認の申請に対する審査 手数料

第２条第１項第361号中「又は第12項ただし書」を「、第12項ただし書又は第13項ただし書」

に、「用途地域における建築等許可申請手数料」を「用途地域等における建築等許可申請手数料」

に改める。

附 則
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この条例は、平成19年10月20日から施行する。ただし、第２条第１項第361号の改正規定は、同

年11月30日から施行する。

山形県産業集積の形成及び活性化のための不動産取得税の課税免除に関する条例をここに公布す

る。

平成19年10月９日

山形県知事 齋 藤 弘

山形県条例第58号

山形県産業集積の形成及び活性化のための不動産取得税の課税免除に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、地方税法（昭和25年法律第226号）第６条第１項の規定に基づき、企業立地

の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（平成19年法律第40号。以

下「法」という。）第７条第１項に規定する同意基本計画（以下「同意基本計画」という。）に

おいて定められた法第４条第２項第２号に規定する集積区域（以下「同意集積区域」という。）

内において、法第９条第１項に規定する特定事業のための施設を設置した者について、不動産取

得税の課税免除を行うことにより、地域における産業集積の形成及び活性化を図ることを目的と

する。

（課税免除の要件）

第２条 知事は、同意集積区域内において、当該同意集積区域に係る法第５条第５項の規定による

同意基本計画の同意の日（以下「同意日」という。）から起算して５年内に、法第15条第２項に

規定する承認企業立地計画に従って法第９条第１項に規定する特定事業のための施設のうち企業

立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体

等を定める省令（平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。）第３条に規定するものを設

置した事業者（当該同意基本計画に定められた法第５条第２項第６号に規定する指定集積業種で

あって省令第４条に規定するものに属する事業を行う者に限る。）について、当該施設の用に供

する家屋（当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同

じ。）又はその敷地である土地の取得（同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得について

は、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があっ

た場合における当該土地の取得に限る。）に対して課する不動産取得税の課税を免除することが

できる。

（課税免除の申請）

第３条 前条の規定により不動産取得税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該

各号に定める日までに申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 家屋（土地の取得について課税免除を受けようとする場合にあっては、

当該土地を敷地とする家屋。次号において同じ。）を取得した日の属する年の翌年の３月15日

(2) 法人の納税義務者 家屋を取得した日の属する事業年度に係る事業税について申告納付すべ

き期間の末日

（委任）

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

山形県県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年10月９日

山形県知事 齋 藤 弘

山形県条例第59号

山形県県税条例の一部を改正する条例
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山形県県税条例（昭和29年５月県条例第18号）の一部を次のように改正する。

附則第14条の３第５項中「平成15年４月１日から平成20年３月31日まで」を「平成19年８月６日

から平成21年３月31日まで」に改め、同項の表第１号中「第４条第２項」を「第６条第２項」に、

「第３条第１項」を「第５条第１項」に、「第４条第１項」を「第６条第１項」に改め、同表第２

号中「第５条の２第２項」を「第８条第２項」に、「第５条第１項」を「第７条第１項」に、「第

５条の２第１項」を「第８条第１項」に改め、同表中

「

(3) 特別措置法第７条第２ 特別措置法第６条第１項の規定によ 特別措置法第７条第１

項に規定する認定経営資 る認定（特別措置法第７条第１項の 項に規定する認定経営 を

源再活用計画 規定による変更の認定を含む。） 資源再活用事業者

」

「

(3) 特別措置法第10条第２ 特別措置法第９条第１項の規定によ 特別措置法第10条第１

項に規定する認定経営資 る認定（特別措置法第10条第１項の 項に規定する認定経営

源再活用計画 規定による変更の認定を含む。） 資源再活用事業者

(4) 特別措置法第12条第２ 特別措置法第11条第１項の規定によ 特別措置法第12条第１

項に規定する認定技術活 る認定（特別措置法第12条第１項の 項に規定する認定技術 に

用事業革新計画 規定による変更の認定を含む。） 活用事業革新事業者

(5) 特別措置法第14条第２ 特別措置法第13条第１項の規定によ 特別措置法第14条第１

項に規定する認定経営資 る認定（特別措置法第14条第１項の 項に規定する認定経営

源融合計画 規定による変更の認定を含む。） 資源融合事業者

」

改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

山形県産業創造支援センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年10月９日

山形県知事 齋 藤 弘

山形県条例第60号

山形県産業創造支援センター条例の一部を改正する条例

山形県産業創造支援センター条例（平成11年３月県条例第13号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「県は」を「県は、第７条の規定により法人その他の団体であって知事が指定す

るもの（以下「指定管理者」という。）がセンターの管理を行う場合を除き」に、「使用料」を

「額の範囲内で知事が定める額の使用料」に改める。

第７条を第12条とし、第６条の次に次の５条を加える。

（指定管理者）

第７条 センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることが

できる。

（指定管理者が行う管理の基準）

第８条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、センターの管理を行うものとする。

(1) 午前９時から午後５時までの時間は、閉館時間としないこと。

(2) 次に掲げる日以外の日は、休館日としないこと。

イ 日曜日及び土曜日

ロ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
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ハ 12月29日から翌年の１月３日までの日

(3) 研究開発室、新規創業室及び指定駐車場については、その使用者が使用の許可を受けた期間

中閉館時間及び休館日にかかわらず利用できることとすること。

(4) その他センターの管理上知事が必要と認める基準

２ 指定管理者は、前項第１号及び第２号の基準の範囲内で、あらかじめ知事の承認を受けてセン

ターの開館時間及び休館日を定めるものとする。

３ 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした開館時間及び休館日を公示するも

のとする。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじ

め知事の承認を受けて、臨時にセンターを開館し、又は休館することができる。

（指定管理者が行う業務の範囲）

第９条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターの運営に関する業務

(3) 第２条第１項の規定による施設等の使用の許可に関する業務

(4) 第４条の規定による使用の許可の取消し、許可に付した条件の変更及び施設等の使用の停止

に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し知事が必要と認める業務

２ 第７条の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合における第２条から第４条までの

規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

（利用料金）

第10条 第７条の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合にあっては、使用者は、施設

等の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に支払わなければならない。

２ 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が

定めるものとする。

３ 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公示するものとする。

４ 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

５ 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除す

ることができる。

（利用料金の不還付）

第11条 指定管理者が収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、使用者の責任によら

ない理由で施設等を使用できなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるとき

は、その全部又は一部を当該使用者に還付することができる。

「 「

別表第１項の表中 使用料の額 を 金額 に改め、「までの範囲内で知

」 」

事が定める額」を削り、同表の備考第１項中「所定の使用料の」を「この表に掲げる」に改め、同

備考第２項中「を１時間とみなして使用料の額を算定するものとする」を「は、１時間とみなす」

に改め、同別表第２項中「使用料の額は、次に掲げる設備の種別に応じ、それぞれ次に掲げる金額

の範囲内で、各設備ごとに知事が定める額とする。」を削り、同項の表中

「

画像制作設備 １時間当たり 5,400円

を

入力設備 入力１回当たり 360円

」
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「

画像制作設備 １時間当たり 5,400円 に改め、同表の備考中「を１時間とみな

」

して使用料の額を算定するものとする」を「は、１時間とみなす」に改める。

附 則

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す

る。

２ 山形県産業創造支援センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するものに行わせ

るために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

都市計画法第34条第10号イの政令で定める開発区域の面積の特例に関する条例を廃止する条例を

ここに公布する。

平成19年10月９日

山形県知事 齋 藤 弘

山形県条例第61号

都市計画法第34条第10号イの政令で定める開発区域の面積の特例に関する条例を廃止

する条例

都市計画法第34条第10号イの政令で定める開発区域の面積の特例に関する条例（平成15年３月県

条例第26号）は、廃止する。

附 則

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年10月９日

山形県知事 齋 藤 弘

山形県条例第62号

山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

山形県道路占用料徴収条例（昭和44年３月県条例第18号）の一部を次のように改正する。

第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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